
満1歳未満 満1歳以上

1 （仮称）馬橋保育園 保育所 99 60 6 33 99
2 （仮称）ポピンズナーサリスクール方南町 保育所 100 29 9 32 70
3 （仮称）杉並たかいどいちご保育園 保育所 102 45 9 33 87
4 （仮称）Ｐｉｃｏナーサリ和田堀公園保育園 保育所 120 35 12 39 86
5 （仮称）ピノキオ幼児舎和田保育園 保育所 80 47 6 27 80
6 （仮称）高円寺りとるぱんぷきんず 保育所 73 36 6 25 67
7 （仮称）パピーナ西荻北保育園 保育所 81 45 6 30 81
8 （仮称）うぃず杉並和泉保育園 保育所 79 15 6 28 49
9 （仮称）阿佐ヶ谷たいよう保育園 保育所 94 27 8 32 67

10 （仮称）マミー高円寺保育園 保育所 72 34 6 25 65
11 （仮称）杉並の家ことり保育園 保育所 62 33 7 22 62
12 （仮称）ほりのうちさくらさくほいくえん 保育所 60 24 6 18 48
13 （仮称）グローバルキッズ松庵園 保育所 70 42 3 25 70
14 （仮称）東京立正保育園 保育所 102 20 6 36 62
15 （仮称）杉並井荻雲母保育園 保育所 60 11 6 21 38
16 （仮称）大空と大地のなーさりぃ高円寺南園 保育所 70 25 25 50
17 （仮称）和田ここわ保育園 保育所 80 30 6 29 65
18 （仮称）永福ここわ保育園 保育所 60 22 6 21 49

1464 580 114 501 1195

満1歳未満 満1歳以上

1
（仮称）ほっぺるランド西荻窪
「参考No.6」より移行 小規模保育 19 6 13 19

2 （仮称）南阿佐ヶ谷どみそ保育園 小規模保育 19 3 16 19
3 （仮称）ビーフェア中野富士見町保育園 小規模保育 19 6 13 19
4 （仮称）マグハウス西荻第２ 小規模保育 19 4 15 19
5 （仮称）きらら保育園杉並松庵 小規模保育 19 3 16 19

6
（仮称）小鳥の詩
「参考No.4」より移行 小規模保育 12 3 9 12

7 （仮称）Ｋａｎｇａルーのへや 小規模保育 15 3 12 15
8 （仮称）ピヨピヨおうちえんⅡ 小規模保育 19 5 14 19
9 （仮称）Ｆｕｎ　Ｆｕｎ保育室 家庭的保育 5 1 4 5

10 （仮称）こどもの広場ソレイユ荻窪園 家庭的保育 5 1 4 5

11
（仮称）おうち保育園0・1・2
「参考No.1」より移行 家庭的保育 5 1 4 5

12
（仮称）サニーサイドキッズルーム

「参考No.2」より移行 家庭的保育 5 1 4 5

13
（仮称）家庭的保育室のぞみ
「参考No.3」より移行 家庭的保育 5 1 4 5

14 （仮称）河北キッズルーム 事業所内保育 7 2 5 7

173 40 133 173

1637 580 154 634 1368

・

・

・

・

・

事業所内保育の定員は、地域枠のみを対象としています。

２．の計

１．と２．の合計

小規模保育とは、主に満3歳未満の乳児・幼児を対象とし、定員6人以上19人以下で保育を行う事業をいいます。

家庭的保育とは、主に満3歳未満の乳児・幼児を対象とし、定員5人以下で家庭的保育者の居宅またはその他の場所で家庭的保育者による保育
を行う事業をいいます。

事業所内保育とは、主に満3歳未満の乳児・幼児を対象として事業所内の施設において従事者の子どものほか、地域の保育を必要とする子ども
の保育を行う事業をいいます。

天沼三丁目２番３号

今川四丁目１３番１７号

阿佐谷北三丁目２６番８号

和田三丁目５７番２号

阿佐谷北一丁目３番１０号

松庵三丁目４１番１号

松庵三丁目１８番１７号

堀ノ内二丁目６番２１号

阿佐谷北一丁目２６番１８号

上荻一丁目１８番３号

阿佐谷北四丁目７番１１号

2号認定
3号認定

計

西荻北四丁目８番２号

阿佐谷南三丁目５番２号

和田一丁目１７番１２号

高円寺南四丁目３７番２３号

№
事業 認可定員

（人）

利用定員（人）

事業所名 種別 所在地 1号認定

子ども･子育て支援法に基づく利用定員の設定について（意見聴取等）

１．特定教育・保育施設に係る利用定員を定めることについて、子ども・子育て支援法第31条第2項に基づき、以下により
　　子ども・子育て会議の意見を聴取します。

[平成30年4月1日　新規開設施設]

№
施設 認可定員

（人）

利用定員（人）

施設名 種別 所在地 1号認定 2号認定
3号認定

居宅訪問型保育事業（目標定員２０名）を平成３０年３月までに事業者選定のうえ、４月からの認可等の手続きを行う予定です。

利用定員数等については事業者選定後に書面にてお知らせし、ご意見をお伺いいたします。

高円寺南三丁目１６番

計

西荻北二丁目４番

今川一丁目１５番

松庵二丁目２３番

方南二丁目１４番

大宮一丁目２０番

和泉二丁目４２番

１．の計

浜田山四丁目９番

松ノ木二丁目２９番

高円寺北一丁目２７番

高円寺南二丁目４０番

阿佐谷南一丁目４８番

高井戸東四丁目５番

２．特定地域型保育事業の利用定員を定めることについて、子ども・子育て支援法第43条第3項の規定に基づき、以下により
　　子ども・子育て会議の意見を聴取します。

[平成30年4月1日　新規開設施設]

和泉二丁目２３番

和田二丁目２１番

堀ノ内三丁目５番

和田一丁目５番

資料３



満1歳未満 満1歳以上

1 区立馬橋保育園 保育所 梅里二丁目３４番２２号 0 0（94） △ 60 △ 34 △ 94
2 区立西田保育園 保育所 荻窪一丁目57番4号 48 48（64） △ 16 △ 16

3 ゆめの樹保育園おぎくぼ 保育所 荻窪一丁目3番16号 80 64（80） △ 16 ±0 ±0 △ 16

4
ゆめの樹保育園おぎくぼ分園
「参考No.5」より上記の分園へ移行 保育所 高井戸西一丁目1番32号 34 34（0） 10 24 34

5 山吹あさがやきた保育園 保育所 阿佐谷北三丁目29番12号 101 89(77) 12 ±0 ±0 12
6 大地と大空のなーさりぃ下井草駅前分園 保育所 井草一丁目31番9号 70 50(56) △ 6 ±0 ±0 △ 6
7 ラ・プリマブランカえいふく 保育所 永福二丁目17番12号 69 55（41） 14 ±0 ±0 14
8 コンビプラザ善福寺保育園 保育所 善福寺一丁目16番19号 64 52（40） 12 ±0 ±0 12
9 うぃず本天沼保育園 保育所 本天沼二丁目42番24号 60 49（38） 11 ±0 ±0 11

10 アウル宮前保育園 保育所 宮前二丁目11番11号 149 119（89） 30 ±0 ±0 30
11 ぴっころきっず西荻窪北口園 保育所 西荻北二丁目5番3号杏順ビル1階 60 60（48) 12 ±0 12
12 杉並元氣保育園 保育所 上井草四丁目6番6号 106 106(86) 20 ±0 ±0 20
13 ゆめの樹保育園なりたにし 保育所 成田西二丁目24番20号 108 86（64） 22 ±0 ±0 22
14 ポピンズナーサリースクール久我山 保育所 久我山五丁目12番23号 109 109（79） 30 ±0 ±0 30
15 あい保育園下井草 保育所 下井草三丁目13番5号 123 123(98) 25 ±0 ±0 25
16 にじのいるか保育園杉並井草 保育所 下井草五丁目7番19号 121 121(97) 24 ±0 ±0 24
17 テンダーラビング保育園天沼 保育所 本天沼三丁目13番21号 88 88(72) 16 ±0 ±0 16
18 ピノキオ幼児舎井荻保育園 保育所 井草四丁目15番16号 80 80(65) 15 ±0 ±0 15
19 成田コスモ保育園 保育所 成田西三丁目8番12号 122 114（99） 15 ±0 ±0 15
20 上高井戸保育園 保育所 久我山一丁目4番15号 80 60（44） 16 ±0 16

1672
1507

（1331）
176 10 △ 10 176

※　区立馬橋保育園は平成３０年３月末で閉園する。なお、在園児は（仮称）馬橋保育園（１．№１）へ転園する。

※　西田保育園は、平成３０年度は４歳児３２名、５歳児１６名、計４８名（平成２９年度比　３歳児△３２名、４歳児１６名増、５歳児±０名）

      平成３１年度は５歳児３２名、計３２名（平成３０年度比　４歳児△３２名、５歳児１６名増）で、平成３２年３月末で廃止です。

満1歳未満 満1歳以上

1 菅井直子 家庭福祉員 今川四丁目１３番１７号 認可化 0(5) △ 1 △ 4 △ 5
2 大木ひとみ 家庭福祉員 阿佐谷北三丁目２６番８号 認可化 0(5) △ 1 △ 4 △ 5
3 五十嵐希 家庭福祉員 和田三丁目５７番２号 認可化 0(5) △ 1 △ 4 △ 5
4 小鳥の詩 家庭福祉員グループ 堀ノ内二丁目６番２１号 認可化 0（9） △ 3 △ 6 △ 9
5 保育室高井戸西 区保育室 高井戸西一丁目１番３２号 認可化 0（40） △ 6 △ 12 △ 22 △ 40
6 保育室西荻窪 区保育室 西荻北四丁目８番２号 認可化 0（30） △ 18 △ 12 △ 30
7 保育室今川北 区保育室 今川二丁目２２番２３号 定員変更 20（30） △ 10 ±０ △ 10

20(124) △ 24 △ 28 △ 52 △ 104

満1歳未満 満1歳以上

1464 580 114 501 1195

173 40 133 173
1507 （1331） 176 10 △ 10 176

20(124) △ 24 △ 28 △ 52 △ 104

732 136 572 1440
※　認可定員等　利用定員等　には、１．～３．の認可定員　利用定員の他に　４．の定員を加除したもの

３．の計

４．の計

１＋２＋３＋４　の合計

４．の計

１．の計

２．の計

施設 認可定員
等※
（人）

利用定員等※（人）

施設名 種別 所在地 1号認定 2号認定
3号認定

計

参考　上記以外の定員増減施設

№
施設・事業所

事由
変更後定員(変

更前)（人）

定員増減分（人）

施設名 種別 所在地 1号認定 2号認定
3号認定

計

３．特定教育・保育施設に係る利用定員の変更は以下のとおりです。

[平成30年4月1日　変更をおこなう施設]

№

施設・事業所名

施設名 種別
定員（変更
前）（人）所在地

認可定員
（人）

利用定員

1号認定 2号認定
3号認定

増減計

３．の計


